
2A11 政策決定過程への 交渉分析学からのアプローチ 

渡辺 千 何 % 工大社会理工 判 ， 0 何 %  崇 博彦省通商政策励 

t . はじめに 

今、 政府の政策決定をいかに 評価するかが 問われている。 景気対策、 雇用対策といった 経済問題から 医 

療保険や社会保障といった 社会問題まで、 また、 国内問題のみならず、 外交、 地球環境といった 国際的な 

課題まで、 多くの政策課題への 対応策を政府が 決定してきた。 こうした個々の 政策課題への 対応策がその 

時々の状況下で 最善であ ったかどうかを 客観的に評価し、 より良い政策決定を 得るための方法論が 摸索さ 

れている " 

近年、 個々の政策課題への 対応策の案に 対する一般からの 意見募集、 いわゆるパブリック・コメント 制 

度の整備や 、 既に実施された 特定の政策に 関する評価を 実施するための 政策評価制度の 整備が進められて 

いる。 また、 情報公開法の 制定により、 個別の政策情報への 一般からのアクセスは 今後従来に比べ 格段に 

容易になると 思われる。 

しかし、 これらからはなぜその 特定の政策が 決定されざるを 得なかったかは 単純には浮かび 上がって こ 

ない。 その政策の決定過程を 分析して初めて、 より良い政策決定があ り得たのかどうかが 明らかにされよ 

う 。 政府は 、 多くの政策課題の 中から特定の 政策課題を選び 取り、 その政策課題についての 対応策の案を 

作成し、 対応策を決定し、 決定した対応策を 実施に移す。 こうした政府が 特定の政策課題についての 対応 

策を決定する 過程をここでは「政策決定過程」と 呼ぶ。 政策決定過程を 分析することによって 初めて、 「な 

ぜ」という疑問への 回答を与えることができるのであ る。 

草野 (1997) は、 政策決定過程一一彼は「政策過程」と 呼んでいるが 一 - の事例研究とは「特定のイシュ 

@  ( 問題 ) 0 登場、 展開、 決着を、 関係者の政策要求をめぐる 対立と妥協の 過程という観点から 整理し、 

政策決定過程が 示す何らかの 構造を発見しようとする 試みであ る」 (P.17) としている。 しかしながら、 こ 

の明 立と妥協の過程 : を分析する枠組みとしては、 特定のものはなく、 開発途上であ ると言える。 

政策決定過程が「対立と 妥協の過程」であ るなら ぱ 、 その分析に当たっては、 「対立と妥協の 過程」を 

咬渉 過程」と捉え、 交渉分析学を 用いることが 有効ではなかろうか。 交渉分析 学 では「複数の 主体がど 

のように効果的な 交渉結果を得るか」を 分析する。 こうした交渉分析学を 政策決定過程に 応用することは 

できないだろうか。 

本稿では、 まず始めに、 交渉分析学の 基本的な枠組みについて 紹介する。 その上で、 こうした交渉分析 

学の枠組みを 用い、 政策決定過程を 具体的に再構築する。 ここでは   適用事例として、 地球温暖 ィヒ 問題 ヘ 

(7) 目木の政策決定過程を 取り上げる。 

2. 交渉分析学の 枠組み 

交渉分析 学 とは何か (Ra Ⅱ， a (1982)   1, 盤 ㎝ dSebeniuls (1986)L 。 ここでは、 分析対象の「交渉」を「 異 

なった利害を 持った 2 以上の当事者が 合意を目指して 行 う栢工 作用」と定義しょう。 いくつ；‥考えられる 

要素、 例えば、 当事者間に共通の 利害があ ること、 当事者が明示的な 対応を採ること、 は定義からははず 

した。 これらは交渉が 合意に至る条件ではあ っても交渉自体の 定義ではないと 考えることとする。 ここで 

は 、 「交渉」は、 過程、 手段を含む概俳として 整理することとする。 

「交渉」を図示しょう。 当面、 当事者が A 、 B の 2 者の場合に限定して 考える。 特定の対象について 異 

なった利害を 有することを「 線 」で描けば、 次のようになる。 

A の利益 く ノ B の利益 
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例 " ぱ 、 特定の「商品」 ( 二 係争案件 ) に -0 い て． A が祷り手、 B が 買い手 どすれば、 A は 「できる 7 ぎけ 

高 く B に売りたい」、 B は f できるだけ安く A から買いたい」。 A 、 B の 2 当事者はそれぞれ 異なった利害 

を持つことは 明らかであ る。 合意を目指すことも 明瞭だが、 合意できるがどうかは「合意可能範囲」が 両 

巷間に存在する 力否 かにかかっている " 

正の図に赤トムライン」を 導入しまう。 

  

  

    

B のボトムライン ， A のボトムライシ 

p 、 は 目分のボトムラインより 低い「   価掛 」で は 「商品」を売り 渡さない。 R は 自分のボトムラインより 

高い ; 価格」でほ買 うこ どをあ きらめる。 それでは‥ 何 " が ボ ;. ムライシを規定するのか。 賈 " 手 B に と 

っ では、 " トムラインの 価格で他の「商品 i " 入手可能であ ると 去 えるモ % えぱ 、 C 商店の高級商品 " 購 

入可能となる。 ) 。 売り手 A にとっては、 ボトムライシの「価格」では、 他の買い手 D が見つかる。 A, と B 

がぞわ，ぞ却 ，自己㏄，利益を 求める中で、 より価値のあ る代替手段が 存在   ナる 最低のラインがボトムライシと 

なる。 A 、 B ?); ポ トムライシを   認識 し ていない 場 ・合や認識 L, ていでもそれ ，以下で取引を 行った 場冶   には 得 

べかりし利益を メっ たこととなる。 したがっ・ て、 B のボトムライシ 以上 A のボトムライシ 以下の範囲が 

「合意可能範囲」となる。 何のボトムラインが A のボトムライシより 高けれ ば ( 」この 図 <7) 点線のボトム 

ラインⅠ、 「合意可能 梅囲 」 は 存在 1, な いこ ．ととなり、 合意 t, ないこ・とが 経済合理性にかなっ ，てレ、 る 。 

こ - の「 練 j に は 「交渉に ょ 6 分 梗 」の側面しが 現れな。 。 しがしながら、 交渉が形態を 工夫することに 

干 " ザ )    B(O) 「 泰祐も 為 "" @ "" 一 ま ㌃ ヌ @-iL 速 ま ， i@ 土圭   @  力ま生ナ :,1   ス     一次子平Ⅰ「面   @  で 揺 ;;" て @. て為 上 "@  / 下司 粟 @  ， 

BffW) 為にま ""@@ 

      ・ A のボトムライン 

"" 一 " """"" 
ソ 合意可能範囲 

r 、 、 合憲 セ，     
0 合意 a b コ合意 住 

ⅠⅠⅠ llllll 

  

  ハ """""" ト @  ナ ・・ ロ 一 A  "" 。 (' 。 Ⅹ "/" 」 " "  下 トム ; 。 "  あ 土 止 L @  ;" Ⅱ "" /   
  

「 練 ; での表現ではⅠつの「商品」を A と B が取引しだ。 「面」での表現では、 A- と 旦は多数の : 商品 : 

を 取引する，例えば 5 個ずっの商品を 交換するケーフくを 想定しょう。 交換の合意が 成立しなければ、 A 、 B 

それぞれの利益 は上 (0 図に点線で示したボトムライシ、 すなわち現状での 価値、 に該当する。 交換のやり 

方 によっでは‥現状より 価値が下がる     場合があ り、 この場合は交換の 合意は成立しない。 多数の台   意 0 オ 

プションを比較ずれ ば、 互いにより高い 利益を得られる 点を発見することができる。 ; 含恵 a: よ ． り 「 台 
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意ヒ : が両者にどっ・てより 高い利益が得られるので、 「合意 b 」が選好される " 同様に．「合意 C 」が「合 

意 b 」より選好される。 ところが、 「合意 c 」と「合意 dI を比較すれば、 A は「合意 d 」を「合意 c 」 

より選好「「るが、 B は「合意 c 」を「合意 d 」より通好する。 「合意 a 」や「合意 1) 」のような原点に 近   

い 内側の合意点を 除いた、   - 合意 c 」、 「合意は」のような 点の霞 冶を 「合意可能フロンティア 曲線」と呼   

はぅ 。 A と弗のボトムラインと 合意可能 フ コシティア曲線で 囲まれた範囲が l 合意可能 範刑 であ る。 

以上、 「交渉」の分析のだめの 基本概念を示した。 以下で は、 こ ・れるの墓木概念を 念頭に置きながら、 

政策決定過程への 応用を双提として、 その他の i 交渉」の分析に 当たっての考慮事項を 整理していこう。 

交渉分析 学 0 分析 め 枠組みば、 耳囲 Ⅳ 皿 ， d R 由弘白刃めによれば、 主体、 構造、 戦略、 過程、 結果 ど ;       

-,,5 つの要素に分け ち おる " まず誰が主生であ に ・かを特定、 ．交渉の構造を 見出 L, 、 主体が採用ずる 幾 %. 
を明らかにし、 具体的な交渉が 進む過程を追い、 そ L, て 交渉結果を検封ずる。 過程は他の吋 っの 要素に依 

存 ;, ている。 

( 1)  主体 (Ac ㎞ s) 交渉に参加する 主体は、 二者の場合 t, あ れば多数者の 場合もあ る。 それぞれ   

異なった権 限と意図を持っており、 それぞれの目標を 達成すべく交渉に 参加する。 主体は佃人、 組織‥国 

家 v り 別を問わない。 政策決定過程の 場合 は、 国を一つの主体とするのではなく、 攻 府内各省庁の 担当者、 

政府外の利害関係者をそれぞれ 主体と考える " 例えば、 A Ⅱ 鰻 n (197ij は @3 つ らモヂ 。 を提供しだ。 第 1 

のモデルであ る 台理的 主体モデルは ， 国の主体は 一 っと見な 、 ており、 各主体間の調整過程はブラ ，クオ       

，クスであ る。 こ のため政策決定過程のモデルタレ てぱ 不充分であ る " 第 2.@ モデルであ る組繍過程モデ 

ルや策 ，， t0 モデルであ る政府政・治モ ヂめ がより政策決定過程の モヂル としては適用可能性が 高い。 

交渉の過程は、 交渉者間のやり 取り自体に着目するものであ る。 各交渉者は、 それぞれが 持 0  ( 交渉 柏 

手に対して隠されたⅠ目標値、 期待値、 最低値に基づき、 要求を行い、 利害を主張する。 当該交渉の構造 

(2) の下で、 これらの要素を 交渉の各段階におい " て 分析することに ょ り、 なぜ交渉は進んだのかが 明ら。 

かたできる。 政策決定過程においても、 " さにこれらの 要素を分析することが 不可欠であ る。 

                  構造 ;S 抽ぉ 曲目 交渉の構造は 様々な 菓件で 規定 きオ しる。 模造を大き，規定ずる 要件と ，て   

は、 交渉主体と交渉案件が 挙げられる。 その他にも、 交渉の場所、 時間などの段取りが 挙げられ， る 。 

交渉主体が二者問か 多数者問かで 交渉の複 維 ざが大きく異なる。 政策決定過程については、 利害関係者 

間の調整を避けわれない 場合が多，、 基本的には二者間の 交渉と見なせる 場合 t. 厳密には多数者間の 交渉 

と見なした方が 良い・ % 台が多いと考えられる。 

交渉主体の種類の 分類としでは、 代表的なものとしで 少なくとも二つ 挙げられ， る 。 - つば 、 直接交渉者 

と 間接交渉者の 分類であ る。 国際交渉の分析の 場合に は 、 この分類が有効』なるこどが 指摘されで。 る 

くど城所 血 ， 究幼 。 濤接 交渉者 は 直接交演者に 対外的 " 交渉を担。 せるごととなる」政策決定過程で 言えば． 

課 、 局、 省と。 っだ 段階に治りて 直接交渉者は 異なりてこよう ， 

二つ目は、 交渉者と伸介番の 分類であ る田の ら W 蛇貝 (1996)) 。 仲介者の存在しない 交渉も多いが、 斡旋 

や沸停を行う 仲介者が介入・ チる 場合には交渉者 ど 仲介者の関係を 考慮することが 必要となる。 政策決定 過 

程で言えば、 直接利害 00)) ない官房系部局による 局間の調整などが 挙げられる。 

また．、 交渉案件の数についでも 二件か複数を - 度に取扱 う がで交渉の構造が 大きく異なってくる。 上記 

で示したように、 複数の案件 ど 捉えることで、 「共通の利益」を 遇乗 することが可能となる。 政策決定 過 

程 で言えば、 政策決定としてば 一 つ であ っても、 その攻衆 は より細がい施策の 集 まぢ を考えることも 有効 

であ る場合があ る。 

きらに、 交渉 0 段破りどしでほ．時間の 経過， ，て 、 交渉詣の準備、 実際の蚕 捗 、 交渉終結後の 実施段 

階を考えることができる。 例えば、 宮川 い 鍍のは．政策決定過程を①政策問題 (7) 確認 一   ②アジェシ ダ 設定 

円 3) あ ． 田 提案の立案づ④政策提案の 採択り⑤政策の 実施 づ ⑥政策の評価の 6 段階に分類したプロセス 論モ 

テ ルを紹介しているが、 これは交渉過程の 各段階と 捉 えることが可能であ る。 
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セ 鮭 ， 持 (   @      窒亜 至上輩 糞し   交渉案件         交渉の段取り 
: こ者 間 直接 ソ 間接交渉者 d 件 交渉前の準備 
授祇有托 " … 。 " 間 交渉者 ノ 仲介 肴 一 仏と %  %1 , 牛 千 実妹の交渉 

交渉終結後の 実施 

(3) 戦略 (S ぬ te ㎡⑧ 交渉の戦略とは、 交渉当事者がお 互いに要求案を 提出・再提出する 中で、 

譲歩できる部分を 譲歩しつつ、 獲得を必要と・する 要求を相手に 受け入れさせるた．めの 手段の総体のことで   

あ る。 交渉参加者は．交渉の 名段階において、 協調的に進めるか - 方的に進めるか、 誠実に埋めるか 脅 L   

たり拝したりしながら 進めるが、 柔軟に対応ずるか 強行に対応するか、 どいった．戦略を 意識的 又は 無意識 

的に採用しながら 交渉 は 行われ。 る 。 

政策決定過程・ ，お 。 でも、 それぞれの担当者が 戦 賂を 持 つて 交渉にお 芯 !-, て Ⅰ 巧と 見なせる。 政府部内 

のみの 謂整で t, 、 政府内外の調整でも 同様であ る。 

(4)  結果 (0 位 ㏄Ⅰ ぼ ) 交渉はその過程の 結果が必ずあ る。 交渉結果をどのように 評価すべき． か 。 

交渉 は どちらの交渉者に 有利に・働いたか。 交渉結果はお 互いに満足か。 両者に共通の 利益がもたらされた     

か 。 客観的に有益な 結果とかつているか。 こうした点については、 一定の状況下・において、 各 交渉者の崖 

標 値、 期待値、 最低値どの比較を 行 う こととなる。 

まだ、 交渉結果がどのように 実施に移されるかも 重喪な論点であ る。 実施体制は整 礒 するのが。 交渉結 

果 め 実権 は 守られるのが。 分析に当だ。 ては、 ニラ L. だ点につ。 て 十分な配 憲 が必要でお。 。 

攻策 決定過程においでも、 政 策決定は各利害関係・ き にどのように 評価され． - 般的にど う 評価できるの 

かを確認することが 重要であ る，また、 実施体制、 実施状況を点検することが 必要であ る。 

以上のように、 (1) 主体、 ;2) ぽ造 、 (3) 戦格 、 (4: 結果に着目しつっ、 過程を明らがにすること 

を交渉分析学の 枠組み口基本とする。 政策決定過程に 対しても、 これらの枠組みを 用いでその過程を 再構 

築   することが従来の 分析で は 明らかでなかった 読点に触れる・ た ．めに有益となる 可能性を秘めている ど言 ぇ - 

2 フ 。 

3, 致策 決定過程（ - の交渉分析学の 適用事例 

地球温暖 ィピ 問題への E@ 本の政策決定過程に 適用してみる。 19 卵年 12 月に京都で開催された 国際連合気 

侯 変動枠組条約第 3 回締約国会議 ;COF3) において温室効果ガスを 200]8 年がら 2012 年の 5 年間の平均で 

Wg ㏄ 年 レベルから先進国全体で 5.2%, 、 日本はば % 削減するこ．どを 明記 l, た 京都議定 審 が採が．きれた。 京 

都議定書双後の l ョ 本の政策決定過程を 上記 2 のイ分類に沿っで 記述しでみよう ( 事例研究の詳細 は Ha 而 Ⅱ 

Ul999;1> 、 f ぬ №Ⅱ ( ば 押切、 服部 (19 的Ⅰ参照。 L 。 

: [) 主体 政策決定過程に 大きな役割を 果だ、 だ 主体としで、 内閣総理大臣、 内閣官房、 関係省庁、 

関係審議会が 挙げられる。 関係省庁 は 、 外務省、 環境庁、 通商産業省が 中心、 その他 ヴ ) 省庁Ⅱ 運胎省 、 建 

設省、 郵政省など ) も関連した。 さらには、 国会、 地方公共団体、 産業界、 環境 N Ⅸ ) 、 - 般 市民といっ 

た利害関係者を 挙げるごともできる。 これらの主体が 国内の ボ ジションの確定に 何らかの形で 参画すると ; 

ともに、 確定したマン ヂ一ト <7) 下でこ．れらの 主体の一部が 一 - この場合は一義的には 政府間交渉であ り政 

府の代表音が 一一交渉参加国 ( 米国、 EUJ 、 その他 ) との国際交渉を 行 う 。 奉事例でぼ、 国内レベル と国 

捺 レベルの多数の 主．体によっで 構成さ ォし ・ていると言える。 

                席造 上記 ; ェ j , 挙げた 多牡り 主体で構成されを 交渉の構造は、 2 者問の交渉に 比べ、 複雑 

なものとならざるを 得ない。 交渉番数は交渉局面によりて 変動すると見なすことができる。 本件の場合は 

国際交渉と国内交渉とが 絡む捷雄なものであ る。 国際交渉の局面で は 、 政府の代表者、 外務省を中心とし 

一 408 一 



だ国際交 睡棒を do の交渉者として 数え、 他の交渉参加国の 交渉者との交渉と 見なすことができる ( ただ 

L,, 他の交渉参加国も 複数であ る仝 ) 。 一方、 国内交渉 v) 局面では、 多数の国内主体間の 相互作用に分解 L, 

てみる必要他が 商い。 

国内主体の交渉者としての 種類としては、 直接交渉に参加する 者と間接的に 参加する者は 交渉の段階で 

変化する。 初期の段階では、 外務省、 環境 G 、 通商産業省が 中心になって 国内ポジションを 策定していだ 

が、 CO 円が近づいて きた Igt)7 年夏以降 は 、 内閣総理大臣や 内閣官房の直接の 参画が見られた。 間接的 

ではあ るが、 各省庁に置がれだ 関係密議会も 地球温暖化問題への 政策策定に関。 っ だと言える。 

さらに、 交渉者 ど 仲介者どに分けてみれば、 特定の段階にお い で、 内曲総理大臣や 内 盟 官房は、 外務省、 

環境庁，通商産業省の 3 省庁が行 う 交渉への仲介者の 役割を果だ」 ， だと言える。 また - 、 国際交渉の局面 @;; 

お い では、 日本 (0 国 除 交渉団自体が C0P3 議長掛としで 仲介者の役割を 果たした - と見 ； ; すこともできる。 

CQ23 . での交渉案件は 京都議定書の 確定と採択であ る。 こわ，は 議定書という 1 つの案件というよりは 多 

くの案件のパッケージと 言える ) 。       数値目標は大きな 論点であ るが、 その 7 ヒめ のサイドディ - 几   として、 目 

標 年 、 対象ガス、 吸収源の取扱いや 排出量取引の 是非など複数の 案伯を挙げる ，とができる。 

交渉の段取りに 関して言えば、 C0m は W:) 卯 年 f2 月に開催きれた．が、 その前にば べ ルサンマンデート 

交渉があ り、 それに 向 げた 国円謂蓬 があ った．。 数値 日標 に関する 日あ ;f6. 実ば AG 荻屯 、 AGB" な 8 に提出 さ 

れて ; 、 る 。 まだ、 CO 田においても 5% 削減目標の受入れ・のだめの 省庁間協 議 がなされ だ " ざらに、 京都 

議定蕾の採択を 受け、 国内では内閣総理大臣を 本部長とする 地球温暖化対策推進本部が 設置されている。 

(3) 戦略 外務省、 環境庁、 通商産業省は、 各省庁独自の「戦略」に 基づき、 日本政府としての 統 

一ポジション 策定のための 協議を行づた。 外務省は外交配慮、 環境庁は環境保全、 通商産業省は 産業・エ 

ネルギー確保の 観点からそれぞれの 立場を主張したが、 内閣官房の調整 ( の下、 最終的には 1997 年 10 月に 

統一ボ ジシ " ン 「数値目標に 関する日本提案」 ( 第 28 。 j を公表するに 至った。 議長国であ るこだを 考臆 

した日本政府は‥ CO 円でも大きく 譲歩を行 う だ。 また、 CU 丹前， ぼ 各界の代表を 集めた関係審議会合 

同会議を競催し‥ 0 こヂ ，役法京都議定書の 実施めだあ の地球温暖化対策推進本部の 設置に動。 た 。 国際的 

には 1 本ほ 、 ぱ )P3 での 接 定書交渉終結を 目指して、 交渉を前進させるために 公式、 非公式に諸外国との 

会合に地球 栂暖 化問題を取り 上げる「戦略覚交」を 展開した。 

@4) 結果 採択きれ ，た 京都議定吉においてば 数値目標の設定がなされている。 日本、 米国、 EU は 

それぞれ 6% 、 7% 、 8% の数値目標で 合意した。 COF3 終結時の内閣総理大理の 談話によれ ば ‥この数 

値 日標は 世界最高水準 ( り 省エネルギーを 達成している 日本に k; って は 厳しい内容どなりて。 る 。 京都議定 

卜 " 、 蝉革 ． ， & 暖 " 対策 菩の実施のだめの 体制 橿備 どしで地球 輻 ． 暖 化対策推進本部が 設置さ " 、 19 兜 年 6                           

推進、 S" 策定 き " だ。 

4. おわりに 

交渉分析 学は 様 々  な分野で活用されることが 期待できる。 本稿で t;t 政策決定過程へ ff) 適用可能性を 追求 

した。 ここ「 ? は地球温暖化問題への 日本の政策決定過程（・の 適用を試みた。 交渉分析学の 基本的な枠組み 

に 基づき、 (1) 主体、 (2) 構造、 (3) 戦略、 Ⅱ サ 結果という要素に 沿 づで 特定の事例を 再整理するこ 

とにより、 ぞの政策決定が 与えられ だ 条件の下で効率的な 過程を経て効果的な 結果を得だがどうがに ど二 

まで迫ることができるがを 検討した。 末額 は 政策決定過程 め 分析へ交渉分析学の 観点がら新たな 側面を付 

"; づ     ら だ。 " 第 、 歩であ る " 、 こ 。 ， ・ だ 作業を通、       具体的な政策評価に 基づ。 た政策決定過程の 改善 点 

の指摘を可能とすることが 望まれ。 る 。 
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表 ] . 地球 潟 ． 瞬化 問題への日東の 致 策 決定過程 (CO 囲 前後 ) 
" 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 "   

  

  

@ 特徴 :3. 多数のサイド ヂイーかめ 存在 
      数値目標、 目標 午 、 対象ガス、 吸収源の取扱 " ヤ 排出量取引の 是非 

      特徴 在 ・国際・国内レベルで 同時進行する 交渉の段取り 

:  国際レベル :AGBM  交渉、 CO 円 交渉 

:  ， 寓 一 古し・ ‥ ， - ミル日本提案 遮 G Ⅱ "5, A ㍍ BMf ぉ 、 COIB} 、 実施段階 

 
 

視
 

ま
 
星
 

 
 

ユ
下
 

エ
 
 
 

棄
置
 

寺
 
圧
砕
 
抹
 

，
 
Ⅰ
 何
，
 

産
業
省
 

造
 
本
部
 

商
推
 

通
笛
小
 

、
 
対
交
 

 
 

 
 

 
 

本
 
一
 
庄
 
：
：
 

（
生
ロ
 

同
ぜ
 

，
 ま
 
）
 

 
 

管
審
を
 

務
係
渉
 

外
関
交
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 略

 
戦
 

 
 
の
、
 

@
"
 

 
 

Ⅲ
 
兼
け
 

Ⅱ
 
疋
 

、
の
 

 
 
の
 
，
 
化
肘
 

 
 

光
雅
 

 
 

 
 

参考文蔵 

A Ⅲ gm. はは 出血 T. :19 列 ).BSmc.,0fD ㏄ 鱒 。 mli 町 )l ㎡ H ㎎ the(;u 灰皿んホ dec ㎡ 蕊 ・ NewYm. も NW;: 臣呵 HH 

co 血 S   
BgRc:W 田 ㌔ j 生 "  / は鋒 ). 年玉 t". おょタ Ⅰ。 ￥ ' ぉ， i を ，岡ぬ ","f ぬ卍睡胡 n 牡 ℡ ， 。 ヴ 新田 P 海 ㎡㏄ 佗 れも 4% 抽 われ   

Bould 鍾 ， CO:L 抑甘 ㎎ R 軽 ℡ 臣 ・ 

F 皿照 ， Gu Ⅴ イ凋 v@ 鍾 ， ; Ⅲ d  J け Ⅱ 勒 /Z.Rabmn  (199 町・ "O 隅 anix 血 gL;onc 雙ぬ a Ⅱ d  つ韓ぬ 10]lS," 血 lJuI 皿 町田 ostedti, 
lxaii ㎝ ，田 ; 迫 aI 接 i 如 、 出 よ三 Ⅴ あ 。 i 接式成 ㎡ N 馬 0 Ⅱ 且ぉ n, 乱 N ㏄ 執町 VP 巨ヒ CA: S 叩 e. 

H 軸 o 几 ; ね k 掛 hi  (1999a)  げ [h 進 R ㏄ 6  %  市 l;KV,oto  Cqm ㍽ 迂 ㎝ c 緩 An  A 齢鏑 S 皿 錘 nto.f 出 e  楠膵 Ⅱ e ㏄ Tw@),Dm 血色㎡ 0] 迅 Ⅰ 

Nego 廿ぬ on. 。 肪拓沖 tronalNgSo 頗 la ガ ・ cm  4 に : 憶 7.1y5. 

H7a 廿 。 ボ ， 7 音 尽拙 (1999b)  . Ⅲ ヒ 押田㎎ Po Ⅱ㎏ %  $ 轄 C(x% ㎏出棺 Cl 五 % 甜 C ㎏ %$ 朋 A  ㏄ 笘史亘 hy  of 山 e  J 写簗 小ぽ 

田ぬ "" 田漁。 ' 。 ' 。 。 ㎝ ' 曲 № """ 軽 " Ⅵ 晦拉 。 ' ㏄。 び 。 DpW" 田山㎡ 膵 p 毎 ・ 1" ㏄㎝。 。 " 山 "' 。 。 。 。 中 ㎝   
Ⅴ㏄ 百 ㎎ ば市 c 油皿 皿弼 血切 は ㎞ ぉ ofGl ぬ荻汝 ㎡Ⅲ mam 屈 む、 皿雙 R 壌卸 ㎝ C ㎝ 皿 IuIu 廿め，， S ぬ荻 皿 ⅤⅢ鍵も 

Ja 笛尭舛宅 6J ぬ s19 卵・ 

服部 崇 (1999)) 。 ・京都議定言の 実施体制に関する 課題と展望～地球温暖化対策推進本部の 設置から地球温暖 
化対策推進入絹の 策定まで 勺コ爽境 経済，攻出手套 繍 ㌃地球温暖化への 挑戦 よ 東洋経済新報 仕 ． iS3-2( ね， 

草野豆㏄ 997:) 肛 政策過程分析入門』東京大学出版会． 

L 朕 ， D 卸ザ d  A. 田村 J 仮 ㏄ sK. 囲輌幡 ・ (1986). 朋 e りの wo は Xer ㏄ ク ね び，ガ atw..New,Yo 氏・ NY:Frt だ   
宮川公男 れ 労がぽ政策科学 C 基礎山東洋経済新報社． 

田睡ぬ 。 Ⅱ ぬ田 D. れ 穏の・・Ⅱ 卸 o,E 托 ・， a 田ユ血心地 PoWc"meT,0 が c0f"Tw" ひ I,evel ㏄ mes." 血碕把ガ ・ 9%/ 
0 確 Ⅰ㎡ 勿ガ 0n  42, Ⅰ :427 Ⅱ 60. 

Ra は ㌔ ， Ⅱ uw ㎝ d. ㍍ 98 刀 ・℡ 套 片れ帝が ぢお繍 だそ ガ ， N 喀 ㎡ ね苗乃 ・ C ぬ庶睡卸毛 e, もあ な B 芭汝ヰは p   

一 410 一 


